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独立行政法人国立女性教育会館（NWEC）及び男女共同参画センター 

の機能強化に関する WG報告書 骨子(案） 

 

 

第１．女性活躍・男女共同参画における現状と課題  

※  第１回 WGおける資料４「女性活躍・男女共同参画における現状

と課題」やこれまで WGにおいて議論された内容を基に記載 

 

第２．NWEC及び男女共同参画センターにおける現状と課題  

※  第１回 WGにおける資料５「(独)国立女性教育会館の現状と課

題」、第２回 WG 及び第３回 WGにおける男女共同参画センター（以

下「男女センター」という。）に関する資料、これまでの有識者ヒ

アリング、及びこれまで WG において議論された内容を基に記載 

 

第３．NWEC及び男女センターにおける機能強化  

 

１．機能強化に当たっての基本方針 

 

(1) 男女共同参画基本計画に定める施策全般にわたって、その推進に資

する普及啓発、人材育成、調査研究等を行う〝ナショナルセンター″

として NWECの機能強化を図る。 

 

(2) 以下の基本方針の下で、男女センターの機能強化を図るとともに、

男女センターの〝センターオブセンターズ″として NWECの機能強化を

図る。 

 

① 各地域における様々な課題への対応力の強化を図るための人材の

専門性向上 

 （男女センターに期待する機能・役割） 

   ・ 男女センター等の職員について、社会・地域の多様なニーズ

に応じた男女共同参画に係る事業の企画・実施のための専門性

の向上を図る。 

  （NWECにおける機能強化の方向性） 

・ NWEC について、男女センターの職員等の専門性向上に資する

研修等について、社会的要請に応じた対象分野の拡充や、オン

ラインの効果的な活用を含め、事業の改善・強化を図る。 

資料５ 
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②  男女センター同士や関係機関とのネットワークの構築・強化 

（男女センターに期待する機能・役割） 

・   男女センターについて、地域の様々なステークホルダーと協

働し課題に対応するコーディネータとしての機能強化を図る。 

（NWECにおける機能強化の方向性） 

・   NWECについて、男女センターにおいて他のセンターや関係機

関との効果的な連携が図られるよう｢場｣の創出やノウハウの共

有を図る。 

 

③ 男女共同参画に関する政策の企画立案を支える EBPM機能の強化 

（男女センターに期待する機能・役割） 

・  男女センター等は、調査事業や、相談事業、啓発事業等を通

じて、地域の課題や事業ニーズ等を的確に調査・把握する。 

  （NWEC における機能強化の方向性） 

・  NWECは、男女センター等が地域の状況等を的確に調査・把握

することが可能となるよう支援し、各地の男女センター等が把

握するデータを集約・分析するとともに、男女共同参画基本計

画に定める数値目標等の達成状況を含む施策の進捗やその効果

を分析する調査・統計の充実を図る。 

 

④ 国・地方公共団体の施策との連動性と施策の推進機能の強化  

（男女センターに期待する機能・役割） 

   ・ 男女センターは、直接地域住民と接する最前線の拠点であ

り、各地域の実情を踏まえつつ、国や地方公共団体の施策・取

組と連動した効果的な取組の推進を図る。 

 （NWEC における機能強化の方向性） 

   ・  NWECは、地域女性活躍推進交付金の活用を始め、男女センタ

ーが各地域において国・地方公共団体の施策・取組を効果的に展

開・推進できるよう、男女センターに対する助言等を行うなど、

施策・取組の推進に係るセンター機能の強化を図る。 

 

２．機能強化に当たっての具体的な施策・取組 

※  第３回 WG の資料４「独立行政法人国立女性教育会館(NWEC)及び

男女共同参画センターにおける課題と機能強化に関する取組（案）」

及びその内容について WGにおいて議論された内容を基に記載 


